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8月◆  8月の税務と労務

8 2022（令和4年）

国の借金　国債と借入金、それに政府短期証券の残高を合わせた、いわゆる「国の借金」
は今年3月末現在で1,241兆3,074億円と6年連続で過去最大を更新しています。医療や介護、
年金などの社会保障費や新型コロナ対策への財政出動が要因で、日本の人口（約1億2,273
万人）を基にした単純計算で国民1人当たりの借金は1,011万円超となっています。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日

国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日

国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日

国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 8月31日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付

 都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

 市町村の条例で定める日

暑
中
お
見
舞
い

　
　
　
申
し
上
げ
ま
す
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8 月号 ─ 2

　
　

令
和
４
年
10
月
よ
り
、
短
時

間
労
働
者
に
対
す
る
社
会
保
険

（
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
）

の
適
用
拡
大
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
　

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
適

用
拡
大
は
、
平
成
28
年
10
月
よ

り
被
保
険
者
総
数
が
常
時

５
０
０
人
を
超
え
る
適
用
事
業

所
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
さ

ら
に
対
象
事
業
所
の
範
囲
が
拡

大
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

一
　
対
象
と
な
る
事
業
所
の
拡
大

　

対
象
事
業
所
の
拡
大
は
、
令
和
４

年
10
月
及
び
令
和
６
年
10
月
の
２
段

階
に
分
け
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

適
用
拡
大
前
は
、
被
保
険
者
の
総

数
が
常
時
５
０
０
人
を
超
え
る
事
業

所
が
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今

後
は
次
の
よ
う
に
、
対
象
と
な
る
事

業
所
規
模
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

①　

令
和
４
年
10
月
以
降

　

被
保
険
者
の
総
数
が
、
常
時

１
０
０
人
を
超
え
る
事
業
所

②　

令
和
６
年
10
月
以
降

　

被
保
険
者
の
総
数
が
常
時
50
人
を

超
え
る
事
業
所

　

適
用
拡
大
の
対
象
と
な
る
事
業
所

規
模
を
判
断
す
る
際
の「
被
保
険
者
」

と
は
、
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
（
例
え

ば
、フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
従
業
員
や
、

週
の
労
働
時
間
が
通
常
の
従
業
員
の

４
分
の
３
以
上
あ
り
被
保
険
者
と
な

っ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
）

を
い
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
今
回
の
適
用
拡
大
に

よ
り
被
保
険
者
と
な
る
短
時
間
労
働

者
や
、
70
歳
以
上
で
健
康
保
険
の
み

被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い

て
は
含
め
ず
に
、
人
数
を
算
出
し
ま

す
（
日
本
年
金
機
構
「
適
用
拡
大
Q

＆
A
集
」よ
り
）。

　

ま
た
、
法
人
は
法
人
番
号
が
同
一

の
企
業
ご
と
に
人
数
を
算
出
し
ま

す
。
支
社
や
支
店
が
あ
り
、
支
社
等

の
人
数
は
①
や
②
を
満
た
さ
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
企
業
全
体
で
当
該

人
数
を
超
え
る
場
合
は
適
用
拡
大
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

二
　
適
用
拡
大
の
対
象
者

㈠
　
要
件
の
概
要

　

適
用
拡
大
の
対
象
と
な
る
短
時
間

労
働
者
は
、
次
の
①
か
ら
④
の
す
べ

て
を
満
た
す
者
で
す
。

①　

労
働
時
間

　

週
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以

上
で
あ
る
こ
と
。

②　

賃
金

　

月
額
８
万
８
０
０
０
円
以
上
で
あ

る
こ
と
。

③　

勤
務
期
間

　

継
続
し
て
２
か
月
を
超
え
て
使
用

さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

　

平
成
28
年
10
月
以
降
の
適
用
拡
大

の
際
は
「
継
続
し
て
１
年
以
上
使
用

さ
れ
る
見
込
み
」
が
あ
る
こ
と
が
要

件
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
４

年
10
月
以
降
は
こ
の
要
件
が
廃
止
さ

れ
、一
般
の
被
保
険
者
と
同
様
の「
継

続
し
て
２
か
月
」
を
超
え
て
使
用
さ

れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
が
要
件
と

な
り
ま
す
。

④　

適
用
除
外

　

学
生
で
は
な
い
こ
と
。

㈡
　
運
用
上
の
留
意
点

　

前
述
の
要
件
に
関
す
る
運
用
上
の

留
意
点
等
を
見
て
い
き
ま
す（「
適
用

拡
大
Q
＆
A
集
」よ
り
一
部
抜
粋
）。

①　
「
週
20
時
間
以
上
」に
つ
い
て

〈�

１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
短
期

的
か
つ
周
期
的
に
変
動
す
る
場
合
〉

　

当
該
周
期
に
お
け
る
１
週
間
の
所

定
労
働
時
間
を
平
均
し
、
算
出
し
ま

す
（
例
え
ば
「
４
週
５
休
制
」
等
で
、

各
週
の
労
働
時
間
が
異
な
る
と
き

は
、
当
該
４
週
間
に
お
け
る
１
週
間

の
平
均
所
定
労
働
時
間
）。

〈�

所
定
労
働
時
間
が
１
か
月
単
位
で

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
〉

　

１
か
月
の
所
定
労
働
時
間
を
12
分

の
52
で
除
し
て
算
出
し
ま
す
（
１
年

間
を
52
週
と
し
、
１
か
月
を
12
分
の

52
週
と
し
、
12
分
の
52
で
除
す
こ
と

令
和
４
年
10
月
施
行

社
会
保
険
（
健
康
保

険
・
厚
生
年
金
保
険
）

の
適
用
拡
大
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で
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
算

出
）。

〈�

特
定
の
月
の
所
定
労
働
時
間
に
例

外
的
な
長
短
が
あ
る
場
合
〉

　

夏
季
休
暇
等
の
た
め
夏
季
の
特
定

の
月
の
所
定
労
働
時
間
が
例
外
的
に

短
く
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
繁

忙
期
間
中
の
特
定
の
月
の
所
定
労
働

時
間
が
例
外
的
に
長
く
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
等
は
、
当
該
特
定
の
月
以

外
の
通
常
の
月
の
所
定
労
働
時
間
を

12
分
の
52
で
除
し
て
、
１
週
間
の
所

定
労
働
時
間
を
算
出
し
ま
す
。

〈�

所
定
労
働
時
間
が
１
年
単
位
で
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
〉

　

１
年
の
所
定
労
働
時
間
を
52
で
除

し
て
算
出
し
ま
す
。

〈�

就
業
規
則
や
雇
用
契
約
書
等
で
定

め
ら
れ
た
所
定
労
働
時
間
が
週
20

時
間
未
満
で
あ
る
者
が
、
業
務
の

都
合
等
に
よ
り
恒
常
的
に
実
際
の

労
働
時
間
が
週
20
時
間
以
上
と
な

っ
た
場
合
〉

　

実
際
の
労
働
時
間
が
連
続
す
る
２

月
に
お
い
て
週
20
時
間
以
上
と
な
っ

た
場
合
で
、
引
き
続
き
同
様
の
状
態

が
続
い
て
い
る
又
は
続
く
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
場
合
は
、
実
際
の
労
働
時

間
が
週
20
時
間
以
上
と
な
っ
た
月
の

３
月
目
の
初
日
に
被
保
険
者
の
資
格

を
取
得
し
ま
す
。

②　
「
月
額
８
万
８
０
０
０
円
以
上
」

に
つ
い
て

　

報
酬
は
「
月
額
８
万
８
０
０
０
円

以
上
」か
否
か
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。

こ
の
金
額
を
12
倍
し
た
「
年
収

１
０
６
万
円
」
が
報
道
等
で
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
参

考
値
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
加
入
判
断
の
際
に
は
「
年

収
１
０
６
万
円
」を
用
い
ま
せ
ん
。

　

月
額
賃
金
８
万
８
０
０
０
円
の
算

定
対
象
は
、
基
本
給
及
び
諸
手
当
で

判
断
し
ま
す
が
、
以
下
の
ア
か
ら
エ

ま
で
の
賃
金
は
、
加
入
対
象
と
な
る

か
否
か
を
判
断
す
る
際
の
「
月
額

８
万
８
０
０
０
円
以
上
」
に
は
算
入

し
ま
せ
ん
。

ア　

臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
（
結

婚
手
当
等
）

イ　

１
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支

払
わ
れ
る
賃
金（
賞
与
等
）

ウ　

時
間
外
労
働
に
対
し
て
支
払
わ

れ
る
賃
金
、
休
日
労
働
及
び
深
夜

労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金

（
割
増
賃
金
等
）

エ　

最
低
賃
金
に
お
い
て
算
入
し
な

い
こ
と
を
定
め
る
賃
金
（
精
皆
勤

手
当
、通
勤
手
当
及
び
家
族
手
当
）

　

な
お
、
標
準
報
酬
月
額
を
算
定
す

る
と
き
の
報
酬
に
は
、
時
間
外
労
働

等
に
対
す
る
割
増
賃
金
や
通
勤
手
当

も
含
め
ま
す
が
、
短
時
間
労
働
者
が

加
入
対
象
と
な
る
か
否
か
を
判
断
す

る
と
き
の
「
月
額
８
万
８
０
０
０
円

以
上
」
に
は
割
増
賃
金
や
通
勤
手
当

な
ど
含
め
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に

注
意
を
要
し
ま
す
。

③　
「
２
か
月
を
超
え
て
使
用
さ
れ

る
見
込
み
」に
つ
い
て

　

雇
用
時
に
２
か
月
を
超
え
る
見
込

み
で
あ
っ
た
場
合
、
結
果
と
し
て
雇

用
期
間
が
２
か
月
未
満
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の

取
り
消
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

雇
用
期
間
が
２
か
月
以
内
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
の
ア
ま
た
は

イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

定
め
た
期
間
を
超
え
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

と
し
、最
初
の
雇
用
期
間
を
含
め
て
、

当
初
か
ら
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得

し
ま
す
。

ア　

就
業
規
則
、
雇
用
契
約
書
等
そ

の
他
書
面
に
お
い
て
そ
の
契
約
が

更
新
さ
れ
る
旨
又
は
更
新
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
旨
が
明
示
さ
れ
て
い

る
こ
と

イ　

同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
同
様

の
雇
用
契
約
に
基
づ
き
雇
用
さ
れ

て
い
る
者
が
更
新
等
に
よ
り
２
か

月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
実
績
が

あ
る
こ
と

　

た
だ
し
、
ア
と
イ
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
労
使

双
方
に
よ
り
、
２
か
月
を
超
え
て
雇

用
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
て

い
る
と
き
は
、
定
め
た
期
間
を
超
え

て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な

い
こ
と
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

④　
「
学
生
で
は
な
い
こ
と
」
に
つ

い
て

　
「
学
生
」
と
は
、
主
に
高
等
学
校

の
生
徒
、
大
学
又
は
短
期
大
学
の
学

生
、
専
修
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
等

が
該
当
し
ま
す
。

　

卒
業
し
た
後
も
引
き
続
き
当
該
適

用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
者
、
休
学
中
の
者
、
定
時

制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
に
在
学
す

る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
じ
る
者（
い

わ
ゆ
る
社
会
人
大
学
院
生
等
）
は
含

み
ま
せ
ん
。

　

学
生
で
あ
っ
て
も
、
労
働
時
間
が

通
常
の
従
業
員
の
４
分
の
３
以
上
と

な
る
基
準
を
満
た
す
場
合
は
、
正
社

員
等
と
同
様
に
一
般
被
保
険
者
と
し

て
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
と
な
り
ま
す
。
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　労働者協同組合法は、令和4年10月1
日から施行（一部を除く）される法律です。
　この法律によって整備される「労働者協
同組合」とは、組合員が出資し、それぞれ
の意見を反映して組合の事業が行われ、組
合員自らが事業に従事することを基本原理
とする組織をいいます。組合を通じて、多
様な就労の機会の創出や地域における多様
な需要に応じた事業の実施をすることによ
り、持続可能で活力ある地域社会の実現を
していくことを目的としています。
　事業の具体例として、介護・福祉関連（訪
問介護等）、子育て関連（学童保育等）、地
域づくり関連（農産物加工品直売所等の拠
点整備、総合建物管理等）、若者・困窮者
支援（自立支援等）などがあります。
１　法制化の必要性
　法制化は、次の必要性から行われました。
①　持続可能で活力ある地域社会を実現す

るため、出資・意見反映・労働が一体と
なった組織であって、地域に貢献して地
域課題を解決するための非営利の法人
を、簡便に設立できる制度が求められて
いる。

②　現行法上、このような性質を備えた法
人形態は存在しないため、新たな法人形
態を法制化する必要がある。

２　労働者協同組合法のポイント
　制度のポイントは、次のとおりです。
①　組合の基本原理に基づき、組合員は加

入に際し出資をして、組合の事業に従事
する者とする。

②　出資配当は、認めない（非営利性）。
剰余金の配当は、従事分量による。

③　組合は、組合員と労働契約を締結する
（組合による労働法規の遵守）。

④　定款、役員等（理事、監事・組合員監
査会）、総会、行政庁による監督、企業
組合又はNPO法人からの組織変更、検
討条項（施行後5年）等に関する規定を
置く。

労働者協同組合法の施行

　厚生労働省では「職業情報提供サイト」
において、ポータブルスキル（業種や職種
が変わっても強みとして発揮できる持ち運
び可能な能力）を測定し、それを活かせる
職務、職位を提示するツールとして「ポー
タブルスキル見える化ツール」を公開して
います（ミドルシニア層のホワイトカラー
職種の方向け）。入力時間は15分程で、入
力した数値と近い5つの職務、職位が表示
されます。
　ポータブルスキルの要素は「仕事のし方」
と「人との関わり方」において、9要素あり
ます。「仕事のし方」（現状の把握、課題の
設定、計画の立案、課題の遂行、状況への
対応の5要素）は、仕事における前工程か
ら後工程のどこが得意かを見ており、「人
との関わり方」（社内対応、社外対応、上
司対応、部下マネジメントの4要素）は、
マネジメントのほか、経営層、上司、お客
様など全方向の対人スキルを見ています。

ポータブルスキル見える化ツー
ル（職業能力診断ツール）　

労
災
保
険
の「
保
険
関
係
成
立
届
」

及
び
「
名
称
、
所
在
地
等
変
更
届
」

に
お
い
て
、
手
続
き
の
際
に
必
要
と

さ
れ
る
登
記
事
項
証
明
書
は
、
令
和

3
年
2
月
よ
り
添
付
の
省
略
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
「
登
記
・
法
人
設
立
等
関

係
手
続
の
簡
素
化
・
迅
速
化
に
向
け

た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」（
平
成
28
年

10
月
31
日
）
に
お
い
て
、
事
業
開
始

や
変
更
・
廃
止
等
の
各
種
手
続
に
お

い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
添

付
を
省
略
で
き
る
よ
う
に
し
、
国
民

負
担
の
軽
減
と
行
政
運
営
の
高
度
化

を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
実
施
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　
な
お
、
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は

公
共
職
業
安
定
所
長
は
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明

書
そ
の
他
の
届
書
事
項
を
確
認
で
き

る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

労
災
保
険
成
立
時
等
の
書
類
省
略


